
〔
特
集
〕
社
会
教
育
施
設
の
指
定
管
理
者
制
度

広
島
市
の
社
会
教
育
施
設
に
お
け
る

「
指
定
管
理
者
制
度
」
の
導
入
と
そ
の
後
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藤
　
村
　
好
　
美

一
広
島
市
の
社
会
教
育
施
設
の
特
徴

広
島
市
は
、
社
会
教
育
施
設
の
財
団
委
託
化
が
進
ん
だ
自
治
体

と
し
て
有
名
で
あ
る
。
一
九
九
六
再
に
設
立
さ
れ
て
以
来
、
(
財
)

広
島
市
ひ
と
・
ま
ち
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
　
(
以
下
、
本
稿
で
は
「
(
財
)

ひ
と
・
ま
ち
」
と
省
略
)
　
が
、
設
立
時
は
教
育
委
月
会
の
所
管
の

も
と
、
一
九
九
八
年
か
ら
は
教
育
委
員
会
と
市
民
局
の
共
管
と
な

り
、
公
民
館
や
青
少
年
セ
ン
タ
ー
、
女
性
教
育
セ
ン
タ
ー
な
ど
、

(
1
)

市
民
の
生
涯
学
習
の
拠
点
の
管
理
・
運
営
を
一
手
に
担
っ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
近
年
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
と
と
も
に
、
広
島

市
の
社
会
教
育
施
設
の
管
理
・
運
営
の
姿
も
変
貌
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
広
島
市
の
社
会
教
育
施
設
へ
の
指
定
管

理
者
制
度
導
入
の
経
緯
と
今
後
に
つ
い
て
、
実
証
的
に
明
ら
か
と

し
て
い
こ
う
。

二
　
指
定
管
理
者
制
度
導
入
の
経
緯

二
〇
〇
三
年
の
地
方
自
治
法
の
改
正
を
受
け
、
広
島
市
に
お
い

て
も
、
市
の
す
べ
て
の
公
の
施
設
に
つ
い
て
、
今
後
も
存
続
さ
せ



る
べ
き
か
否
か
、
存
続
さ
せ
る
場
合
は
、
直
営
と
す
べ
き
か
、
そ

れ
と
も
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
べ
き
か
、
ま
た
導
入
す
る
場

合
は
、
民
間
事
業
者
等
も
対
象
に
し
て
公
募
と
す
る
か
、
そ
れ
と

も
公
益
法
人
等
を
指
定
管
理
者
と
し
て
非
公
募
と
す
る
か
な
ど
に

つ
い
て
検
討
を
進
め
、
二
〇
〇
五
年
二
月
、
広
島
市
の
指
定
管
理

者
制
度
導
入
の
基
本
方
針
を
作
成
し
、
同
年
三
月
に
公
表
し
た
。

そ
こ
で
は
、
原
則
と
し
て
指
定
管
理
者
制
度
へ
移
行
し
、
公
募
と

す
る
方
針
が
示
さ
れ
た
。
公
民
館
運
営
審
議
会
に
お
い
て
も
、
二

〇
〇
五
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
平
成
一
六
年
度
第
二
回
会
議
に
お

い
て
、
生
涯
学
習
課
長
よ
り
、
「
公
民
館
も
一
部
公
募
す
る
こ
と

も
含
め
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
を
検
討
中
」
　
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
情
報
提
供
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
委
員
た
ち
か
ら
、

「
な
ぜ
、
こ
れ
ま
で
円
滑
に
管
理
を
行
っ
て
き
た
ひ
と
・
ま
ち
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
駄
目
な
の
か
」
、
「
公
民
館
の
運
営
形
態
は
今
後

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
」
な
ど
、
疑
問
の
声
が
わ
き
上
が
り
、

(
財
)
　
ひ
と
・
ま
ち
へ
の
激
励
の
言
葉
も
聞
か
れ
た
。

こ
の
公
民
館
運
営
審
議
会
の
委
員
で
あ
る
各
区
公
民
館
運
営
委

員
長
　
(
広
島
市
の
八
区
の
公
民
館
運
営
委
員
会
の
代
表
)
　
の
連
名

で
、
二
〇
〇
五
年
四
月
に
、
「
公
民
館
の
指
定
管
理
者
制
度
導
入

に
関
す
る
要
望
書
」
が
市
長
と
市
議
会
議
長
宛
に
提
出
さ
れ
、
公

民
館
は
指
定
管
理
者
の
公
募
は
行
な
わ
ず
に
、
こ
れ
ま
で
通
り

(
財
)
　
ひ
と
・
ま
ち
に
管
理
・
運
営
を
委
ね
る
よ
う
に
強
く
要
望

(
2
)

が
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
頃
、
教
育
委
員
会
で
.
は
一
部
の
公
民
館
の
指
定
管
理
者
を

●

公
募
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
た
。
二
〇
〇
五
年
六
月
、

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
(
当
時
)
　
は
、
市
内
七
〇
の
公
民
館
の

内
、
試
験
的
に
各
区
か
ら
一
館
を
抽
出
し
て
指
定
管
理
者
を
公
募

し
、
利
用
者
数
や
施
設
の
稼
働
率
、
市
民
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
な

ど
を
、
非
公
募
で
　
(
財
)
　
ひ
と
・
ま
ち
を
指
定
管
理
者
と
し
た
場

合
と
比
較
検
証
す
る
計
画
案
を
策
定
し
た
。
民
間
委
託
の
是
非
を
、

実
証
的
に
検
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
七
月
の
平
成
一
七
年
度
第
一
回
公
民

館
運
営
審
議
会
で
説
明
が
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
複
数
の
委
員
か
ら

「
不
本
意
で
あ
る
」
と
の
反
対
意
見
が
続
出
し
た
。
結
局
、
公
民

館
の
指
定
管
理
者
を
公
募
す
る
こ
と
は
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

が
、
そ
の
理
由
、
経
緯
に
つ
い
て
、
生
涯
学
習
課
は
、
市
議
会
の

本
会
議
や
文
教
委
員
会
で
、
「
公
民
館
の
管
理
運
営
は
民
間
に
は

馴
染
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
」
、
「
地
域
や
N
P
O
が
指
定
管
理
者

候
補
と
な
る
こ
と
は
、
現
状
で
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
」
な
ど

の
意
見
が
出
さ
れ
、
議
会
に
お
い
て
「
指
定
管
理
者
の
選
定
に
関

月刊社会教育　200凸.839



す
る
決
議
」
が
圧
倒
的
多
数
で
可
決
さ
れ
た
た
め
、
行
政
側
と
し

て
は
八
館
に
つ
い
て
は
暫
定
的
　
(
二
年
間
)
　
に
非
公
募
と
す
る
こ

と
と
な
っ
た
、
と
説
明
し
て
い
る
。

今
後
は
、
二
年
間
は
　
(
財
)
　
ひ
と
・
ま
ち
を
指
定
管
理
者
と
し
、

そ
の
間
に
地
域
団
体
、
N
P
O
、
民
間
事
業
者
も
含
め
て
公
民
館

の
指
定
管
理
者
候
補
と
し
て
想
定
さ
れ
る
団
体
に
た
い
し
、
公
民

館
の
道
営
状
況
や
指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
も

ら
う
と
と
も
に
、
(
財
)
　
ひ
と
・
ま
ち
と
地
域
団
体
等
と
の
協
働

等
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
後
の
八
館
の
公
募
へ
の
準
備
を
す
す

め
る
と
い
う
意
図
で
あ
る
。
結
局
、
社
会
教
育
施
設
と
し
て
は
、

広
島
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー
、
広
島
市
似
島
臨
海
少
年
自
然
の
家
、

広
島
市
三
滝
少
年
自
然
の
家
、
広
島
市
グ
リ
ー
ン
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
、
広
島
市
女
性
教
育
セ
ン
タ
ー
、
広
島
市
映
像
文
化
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
の
六
施
設
の
指
定
管
理
者
を
公
募
、
選
定
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。三

　
指
定
管
理
者
の
選
考
と
そ
の
後

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
七
日
か
ら
一
一
月
一
六
日
ま
で
、
公
募

施
設
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
の
応
募
が
受
け
つ
け
ら
れ
、
そ
の
間

に
、
教
育
委
員
会
に
よ
り
指
定
管
理
者
候
補
選
定
委
員
会
が
設
置

さ
れ
た
。
二
〇
〇
五
年
一
一
月
、
書
類
選
考
と
選
定
委
員
会
に
よ

る
面
接
が
行
な
わ
れ
、
一
一
月
下
旬
に
指
定
管
理
者
候
補
が
決
定
、

公
表
と
な
り
、
翌
二
〇
〇
六
年
一
月
、
議
会
に
お
い
て
指
定
議
案

が
採
択
さ
れ
た
。
な
お
表
1
は
、
各
施
設
の
公
募
者
数
と
決
定
候

補
者
名
、
及
び
管
理
経
費
の
削
減
予
定
衝
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
女
性
教
育
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者

候
補
の
選
定
結
果
で
あ
る
。
同
セ
ン
タ
ー
に
は
、
(
財
)
　
ひ
と
・

ま
ち
と
、
男
女
共
同
参
画
社
会
を
め
ざ
す
女
性
教
育
を
考
え
る
会

広
島
グ
ル
ー
プ
　
(
以
下
、
男
女
共
同
参
画
広
島
と
省
略
)
　
と
い
う

任
意
団
体
の
二
者
が
応
募
し
た
。

選
考
の
結
果
、
実
績
を
誇
る
　
(
財
)
　
ひ
と
・
ま
ち
を
押
さ
え
て
、

男
女
共
同
参
画
広
島
が
指
定
管
理
者
候
補
と
決
定
し
た
。
選
定
の

錠
を
掘
っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
論
じ

る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
決
定
が
議
会
で
論
点
と

な
っ
た
こ
と
だ
け
を
紹
介
す
る
。

二
〇
〇
六
年
一
月
の
臨
時
会
議
文
教
委
員
会
に
お
い
て
各
会
派

の
議
員
か
ら
、
「
任
意
団
体
で
は
責
任
の
所
在
が
不
明
確
で
あ
る
」
、

「
協
定
を
結
ぶ
前
に
法
人
格
を
取
得
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
、
「
公

金
を
支
出
す
る
以
上
、
法
人
格
を
有
す
る
も
の
に
限
る
べ
き
で
あ
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表1広島市社会教育施設の指定管理者公募の結果

区

分

施 設 名

(所 管 課 名 )
指 定 管 理 期 間

指定

年 数
指 定 管 理 者 候 捕

指定

年 数

菅 王事 三食

提 要 富∃ 16年 度 浅 草琶 × 4 年
差　 引

(露 減 車 )

公
募

広島 市 青 少年 セ
平 成 18年 4 月 1 日 か ら

4
(財 )広 島市 ひ と・まち

2 3億 3 ,10 5万 8 千 円 4笈 3.0 78万 円
△ 9,972万 2 子 ニ

ン クー

(生 涯 学 習課 )
平 成 22年 3 月 31日 まで ネットワーク (　　　 △ 23.1:

広島 市 似 畠臨 海
平成 18年 4 月 1 日 か ら

4
(財 )広 島市 ひ と・まち

3 5億 6 ,3 80万 5 千 円 6 浸 4,837 万 2千 円
△ 8,456万 7 子 ニ

少年 自然 の家

(生涯 学 習課 )
平成 22年 3 月 31日 まで ネットワーク (　　　 △ 13.C こ.

広 島市 三滝 少 年

自然 の 家 、広 島
平成 18年 4 月 1 日 か ら

4
(財 )広 島市 ひ と・まち

1 4億 6 ,6 31万 3 千 円 5 億 3,933 万 6千 円
△ 7.302万 3子 ニ

市 グ リー ン スポ

ー ツ セ ンタ ー
(生涯 学 習課 )

平成 22年 3 月31日 まで ネットワーク (　　　 △ 13.5 ….

広 島子 女性 教 育
平成 18年 4 月 1 日 か ら

平成 22年 3 月31日 まで
4

男 女 共 同参 画 社会 を

2 2億 2 ,9 91万 6 千 円 3t引 .73 1万 6千 円
△ 8,7 40万∵

セ ン ター

(生涯 学 習 課)

め さす女 性 教 育 を考

え る会 広島 グル ー プ

(　　　 △ 27.三三_

広 島市 映像 文 化

ラ イ ブラ リー

(中央 図 書 館)

平成 18年 4 月 1 日 か ら

平成 22年 3 月31日 まで
4 (財 )広 島市 文 化財 団 1 3億 5 ,5 ∞ 万 8 千 円 4 億 2,422万 円

△ 6 ,92 1万 2子 ㌻

(　　　 △ 16.三三.

合　 計 (教 育 委 員 会 分 ) 19 億 4,610 万 円 2 3侵 6 ,∞ 2 万 4千 円
△ 4億 1,39 2万 4子 こ

(　　　 △ 17.ミニ.

る
」
、
「
議
会
の
審
査
権
の
明
確
化
が
必
要
」
な
ど
質
問
が
続
出
し
、

生
涯
学
習
課
は
団
体
の
指
導
・
監
督
を
徹
底
す
る
な
ど
の
答
弁
を

行
な
っ
た
。
新
し
い
制
度
の
導
入
に
伴
う
任
意
団
体
の
参
入
は
、

今
後
も
目
を
離
せ
な
い
。

一
方
、
(
財
)
　
ひ
と
・
ま
ち
も
危
機
感
を
隠
す
こ
と
は
出
来
な

い
。
表
二
は
二
〇
〇
六
年
四
月
の
以
前
と
以
後
の
同
財
団
の
職
員

の
状
況
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
職
員
数
の
減
少
が
明
ら
か
で

あ
る
。さ

ら
に
四
月
か
ら
は
、
広
島
市
の
行
政
機
構
の
編
成
替
え
の
た

め
、
生
涯
学
習
課
が
教
育
委
員
会
か
ら
市
民
局
へ
と
移
り
、
(
財
)

ひ
と
・
ま
ち
の
所
管
も
市
民
局
の
み
へ
と
変
更
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
変
化
と
広
島
市
の
社
会
教
育
の
今
後
に
つ
い
て
は
、
機
会
を

(
2
)

改
め
て
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
(
財
)

ひ
と
・
ま
ち
は
、
暫
定
的
に
指
定
管
理
者
と
な
っ
た
八
館
の
公
民

館
に
対
し
て
、
そ
の
後
の
指
定
管
理
者
公
募
を
見
据
え
た
対
応
が

喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
市
民
と
の
協
働
を
視

野
に
入
れ
た
新
た
な
取
り
組
み
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
自
立

し
た
市
民
の
生
涯
学
習
と
社
会
参
画
の
支
援
を
使
命
と
す
る
同
財

団
に
と
っ
て
、
N
P
O
や
市
民
に
よ
る
指
定
管
理
者
へ
の
参
入
は
、

ジ
レ
ン
マ
で
あ
り
新
た
な
挑
戦
で
あ
る
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
の
克
服
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表2　(財)広島市ひと・まちネットワークの職員の状況

2006年3月31日現在(単位:人)

区　　　　　　　 分

部

長

級

課

長

級

課
長

補
佐

級

係

長

級

主

事

等

小　 計

嘱

託

合　　 計

事 務局　　　　　　 ・ 2 3 1 8 14 14

まちづ く り市 民 交流 プ ラザ 2 2 1 6 1 1 2 13

公 民館 8 63 44 132 247 25 2 72

女性 教 育セ ンター 1 1 4 6 2 8

青 少年野 外活 動 セ ン ター 1 1 1 4 7 7

こ ども村 1 3 4 4

少年 自然 の家 1 1 3 3 7 15 3 18

グ リー ンス ポー ツセ ンター 1 1 2 4 4

青少 年 セ ンター 1 1 2 4 8 8

勤労 青少 年ホ ー ム 2 4 8 14 14

研修 派遣 1 1 1

合　　 計 8 12 79 53 179 33 1 32 363

2006年4月1日現在(単位:人)

区　　　　　　　 分

部

長

級

課

長

級

課
長
補

佐
級

係

長

級

主

事

等

小　 計

嘱

託

合　　 計

事 務 局 2 3 3 8 1 6 2 18

ま ちづ くり市民 交流 プ ラザ 1 1 5 7 7

公民餓 8 65 30 1 16 21 9 2 9 248

青 少年 野外 活動 セ ン ター 1 1 6 8 8

こ ど も村 3 3 3

少 年 自然 の家 1 1 1 3 7 13 3 16

グ リー ンスポー ツセ ンター 3 3 3

青 少年 セ ン ター 1 1 4 6 6

勤労 青 少年 ホー ム 2 3 7 12 12

研 ほ派遣 1 1 1

合　　 計 7 10 7 3 38 160 2 88 34 32 2
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と
市
民
と
の
協
働
の
摸
索
は
、
今
日
わ
が
国
の
社
会
教
育
行
政
が

抱
え
る
共
通
の
課
題
に
他
な
ら
な
い
。(

ふ
じ
む
ら
・
よ
し
み
=
広
島
大
学
)

(
付
記
‥
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
広
島
市
市
民
局
生
涯
学
習
課
と
　
(
財
)

ひ
と
・
ま
ち
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
職
員
の
方
々
に
資
料
・
情
報
の
提
供
を
い
た

だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
)

注(
1
)
　
三
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
六
年
四
月
一
日
か
ら
、
生
涯
学
習
課

が
教
育
委
員
会
か
ら
市
民
局
へ
移
管
と
な
っ
て
い
る
。
(
財
)
　
ひ
と
・

ま
ち
の
所
管
も
市
民
局
の
み
に
変
更
と
な
っ
た
。

(
2
)
　
二
〇
〇
五
年
四
月
七
日
付
け
で
、
中
区
、
東
区
、
南
区
、
西
区
、
安

佐
南
区
、
安
佐
北
区
、
安
芸
区
、
佐
伯
区
の
各
公
民
館
運
営
委
員
長

の
連
名
と
な
っ
て
お
り
、
「
広
島
市
公
民
館
へ
の
指
定
管
理
者
の
導
入

に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
非
公
募
と
し
、
引
き
続
き
、
財
団
法
人
広

島
市
ひ
と
・
ま
ち
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
指
定
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
い

た
し
ま
す
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
(
「
公
民
館
の
指
定
管
理
者
導

入
に
関
す
る
要
望
書
」
)

(
3
)
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
社
会
教
育
学
会
の
第
七
回
中
国
・
四
国
地
区
集

会
　
(
二
〇
〇
六
年
七
月
一
日
)
　
に
お
い
て
、
筆
者
が
報
告
。
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